
　
町
で
は

ス
ト
兊
プ
・
ザ
交
通
事
故
を
め

ざ
し

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
に
あ
わ
せ

て
豊
山
町
交
通
安
全
協
会
員
に
よ
る
啓
発
活

動
を
実
施
し
ま
す

当
日
は

チ
ラ
シ
や
啓

発
品
を
配
布
し

交
通
安
全
を
呼
び
か
け
ま

す▼
と
　
き
　
五
月
十
一
日

月

　
午
後
二
時

か
ら
▼
と
こ
ろ
　
エ
ア
ポ

ト
ウ
棈

ク
名

古
屋
・
ア
ピ
タ
名
古
屋
空
港
店
▼
問
合
せ
　

防
災
安
全
課
防
災
安
全
係
　

28
・

0
3
5
5

　　
平
成
二
十
七
年
一
月
号
で
お
知
ら
せ
し
た

原
動
機
付
自
転
車
と
二
輪
車
等
の
税
率
引
き

上
げ
が

税
制
改
正
に
よ
り
一
年
延
期
と
な

り
ま
し
た

平
成
二
十
八
年
度
か
ら

次
の

表
の
と
お
り
税
率
を
変
更
し
ま
す

広報とよやま平成27年5月号

町政あんない5

町

政

あ

ん

な

い

　
軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
は

四
月
一
日

現
在
の
所
有
者
に
課
税
し
ま
す

納
期
限
は

六
月
一
日

月

で
す

　
三
月
末
ま
で
に
名
義
変
更
・
譲
渡
・
廃
車

な
ど
の
登
録
手
続
を
他
の
人

自
動
車
販
売

業
者
な
ど

に
依
頼
し
た
軽
自
動
車

自
動

車
等
に
つ
い
て

納
税
通
知
書
が
届
い
た
場

合
は

登
録
手
続
が
正
し
く
行
わ
れ
て
い
な

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す

確
実
に
手
続
が
行

わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
て
く
だ
さ

い

ま
た

転
居
な
ど
に
よ
り
納
税
通
知
書

が
届
か
な
い
と
き
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

  

軽
自
動
車
税

　
五
月
上
旬
に
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま

す

役
場
一
階
会
計
課
の
ほ
か

最
寄
り
の

金
融
機
関
で
納
め
て
く
だ
さ
い

な
お

身

体
の
障
が
い
な
ど
で
減
免
を
受
け
ら
れ
る
方

は

五
月
二
十
五
日

月

ま
で
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係
　

28
・
２
４
３
４

  

自
動
車
税

　
愛
知
県
名
古
屋
北
部
県
税
事
務
所
か
ら
納

税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

お
近
く
の
県

税
事
務
所

金
融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く
だ
さ
い

納
期
限

内
の
も
の
に
限
り

パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
利
用

し
て
ク
レ
ジ
兊
ト
カ

ド
で
も
納
付
で
き
ま

す

▼
問
合
せ
　
愛
知
県
名
古
屋
北
部
県
税

事
務
所
　
自
動
車
税
グ
ル

プ

０
５
２
・

５
３
１
・
６
３
０
５

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
の

納
税
を
お
忘
れ
な
く

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
を

実
施
し
ま
す

軽
自
動
車
税
の
税
率
変
更
に
つ
い
て

原
付
・
二
輪
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
等

軽
三
輪
車
・
軽
四
輪
車

　
軽
三
輪
車
と
軽
四
輪
車
は

税
率
引
き
上

げ
時
期
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん

平
成
二
十

七
年
四
月
一
日
以
降
に
初
め
て
車
両
番
号
の

指
定
を
受
け
た
車
両
か
ら

次
の
表
の
と

お
り
変
更
し
ま
す

平
成
二
十
八
年
度
以

降
は

初
め
て
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た

月
か
ら
起
算
し
て
十
三
年
を
経
過
し
た
軽
三

輪
車
と
軽
四
輪
車
に
つ
い
て

税
率
を
変
更

し
ま
す

　
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
新
規
登
録
し
た

軽
四
輪
車
等
で

次
の
表
に
該
当
す
る
場
合

平
成
二
十
八
年
度
の
税
率
を
軽
減
し
ま
す

グ
リ

ン
化
特
例

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係
　

28
・
２
４

３
４

種　別
年　額

平成27年度まで

▼原動機付自転車と二輪車等の税率

平成28年度以降

原
動
機
付

自
転
車

総排気量50cc以下

総排気量50cc超90cc以下

総排気量90cc超125cc以下

ミニカー

二輪の軽自動車（125cc超250cc以下）

二輪の小型自動車（250cc超）

小型特殊自動車
農耕作業用

その他

1,000円 2,000円

1,200円 2,000円

1,600円 2,400円

2,500円 3,700円

2,400円 3,600円

4,000円 6,000円

1,600円 2,400円

4,700円 5,900円

▼軽三輪車と軽四輪車の税率

種　別

年　額

平成27年3月31
日までの登録車

平成27年4月1
日以降の登録車

登録後13年経過
(平成28年度から)

軽
自
動
車
四
輪

乗用

自家用

営業用

自家用

営業用

貨物
用

軽自動車三輪

7,200円

5,500円

4,000円

3,000円

10,800円

6,900円

5,000円

3,800円

3,100円 3,900円

12,900円

8,200円

6,000円

4,500円

4,600円

▼軽四輪車等のグリーン化特例

種 別 対象車 内　容

軽
乗
用
車

軽
貨
物
車

電気自動車等 税率を概ね75%軽減

平成32年度燃費基準＋20％
達成車 税率を概ね50%軽減

平成32年度燃費基準達成車 税率を概ね25%軽減

電気自動車等 税率を概ね75%軽減

平成27年度燃費基準＋35％
達成車

税率を概ね50%軽減

平成27年度燃費基準＋15％
達成車

税率を概ね25%軽減
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